
令和 倍 表

適 用 地域

ノ塚、ウルイ

1 山林（原野）又は別荘宅地の固定資咀 40 I 6.3 
税評価額が lnf当たり I8円を超える

地域(※1古］定資産税評価額が 1rrf~ た

り20 5円以上のものについてはそ0,］
評価額を 205円とみなして右の倍亨

を適）1jする。）

―，中 6.3|中 6.3

2 上記以外の地域 30 I 1. l |舟屯 5. 7訴屯 19枷屯 7. 6條屯 7. 

叶田、田通

1 山林 又は別荘宅地の固定資J40 I 6. 5 ー中 6.5中 6.5

税評価額が 1nf当たり 18円を超える

地域（※固定資産税評価額が 1rd当た

り27 2円以上のもの

評価額を 27 2円と

を適用する。）

2 L記以外の地域 30 I 1. 1 純 3.9し15し屯 7 6~阻 7. 6 

、田通原

1 山林（原野）又は別荘宅地の固定資J40 I 6. 9 ー中 6.9中 6.9

税評価額が 1直当 りl8円 る

地域（※ 1 

り247円以上のものについて

評価額を 247円と して右の倍；

") 

2 ト．記以外の地域 30 I 1. 1 純 5. 7し19し屯 7. 6~屯 7.6 

所平

1 1 9 8 4番地

(1) 山林（原野）又は別荘宅地の固定罰 40 I 5. 5 
産税評価額が 1吋当たり 18円を 4~

える地域（※固定資店税評価額が 1

り639f'4以上のものにつし

てはその評価額を 63 9円とみな

て右の倍率を適用する。）

（2) t人記以外の地域

―，中 5.5|中 5.5 

30 I 1. 1 I純 5.7飩 20飩 7.6飩 9.0 

2 上記以外の地域

(1) 山林（原野）又は別荘宅地の固定ヤ 40 | 6.4 

産税評価額が 1nf当たり 18円を靡

える地域（※固定資産税評価額が 1

nf当たり 23 0日以上のものにつし

てはその評価額を 230円とみなし

て右の倍率を適用する。）

ー中 6.41中 6書 4

30 



令和 倍 表 2頁

適 用 地域

、新田原

1 9 2 7番地

(1) 山林（原野）又は別荘宅地の固定潤 10 I 5. 11 
産税評価額が 1ば当たり 18円を

える地域（※固定資産税評価額が 1

り222円以卜＊のものにつし

てはその評価額を 22 2円とみなし

て右の倍率を適用する。）

中 5.4I中 5.4 

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

30 I 1. 1 I純 5.7飩 18飩 7.6飩 9.

(1) 山林（原野）又は別荘宅地の固定刻 40 I 6. 5 I -I 廿中 6.吋中 6.5

産税評価額が 1団当 り18円を走

える地域（※固定資産税評価額が 1
直当たり 28 0円以上のものにつし

て の評価額を 280円とみな

て右の倍率を適用す ） 

(2)上記以外の地域 30 I 1. 1 純 5. 7しti 19し屯 6.2し屯 7.6 

上記以外の地域

l 山林 又は別荘宅地の固定資~ 40 I 4. 5 ー中 4.5中 4.5

税評価額が 1ni当たり l8日 る

地域（※固定資産税評価額が 1nf当
り464円以上のものについて

評価額を 464円と し

を適用する。）

2 上記以外の地域 I 30 

大津 濃業振巽地域内の農用地区域

1 国道 14 5号線沿、国道 14 5号線が1 I純 4.7飩 7.2 

イパス沿， 2 9 2号線沿

2 上記以外の地域 隣 4.0飩 5.6 

記以外の地域

1 八久保

(1) 山林（原野）又は別荘宅地の固定資 40 I 6. s ー中 6.5中 6.5 

産税評価額が ll廿升 りl8円を＇．

える地域（※固定資産税評価額が 1
rrf当たり 26 4日以上のものにつし

て の評価額を 264円とみな

て右の倍率を適川ずる。）

(2)上記以外の地域 30 I 1. 1純 4.1飩 5.7飩 3.2飩 4.0 

2 



令和 倍 表 3頁

借肌栓

門，
(1) 国道 14 5号線沿、国道 14 5号絨 30 1. 11中6:1中 1/~ 中 5.i；1中

適 用 地 域

パス沿、国道 292

州川厭畑

(2)上記以外の地域

衣業振巽地域内の農用地区域

1 国道 14 5号線バイパス沿

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 国逝 14 5 

2 上記以外の地域

川原湯

きI北軽井沢

パス沿

農業振腺地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 県道林・岩下線沿

2 上記以外の地域

戎業振槌地域内の農用地区域

ー 1 4 6号線沿

2 上記以外の地域

ヒ記以外の地域

30 

30 I I. l I 紅~ 4. l愉U5. 7脊屯 3. I棒屯 4. 6 

30 I 1. 1 I中 5. 61中 1叶中 6. 01中 ］ 1 

30 I 1. 1 I中 5.6仲 l叶中 6. 01中 11 

30 I L 1 I純 3.8飩 8.1飩 2.1飩 3.8 

5. 5飩 2.7飩 3.7 

23 

16 

ー

(1) 1924番地

イ大学村

山林（原野・牧場）又は別荘宅 40 I 7. o 
地の固定資産税評価額が 1nf当

りl8円を超える地域（※固

定資産税評価額が 1rrf当たり 3

7 2円以上のものについてはそ

の評価額を 37 2円とみな

右の倍率を適用する。）

ロ 上記以外の地域

（イ）山林（原野・牧場）又は別荘名 40 I 6. 5 

地の固定資産税評価額が l1廿当
り18円を超える地域（※固

定資産税評価額が l面当たり 3

;d；闊品よ：合含位：：：よぜ言

中 7.01中 7.0 

中 6.5仲 6.5 



令和 倍

適 用 地域

表

（口）上記以外の地域

A 町道北軽・湯沢線、町道 lOl 10 I L 1中 18中 29 比準 比準

4 1号線、町消 10-47

号線、

渕線の各道路に開まれた地旭

B 上記以外の地域

(2) 1353番地

イ紀州リ

30 I 1. l |和11. 14訴屯 20枷屯 11條屯 11 

山林（原野・牧場）又は別荘宅 40 I 7. 1 

地の固定資産税評価額が 1面当

たり l8円を超える地域（※固

定資産税評価額が 1ni当たり 2

05円以上のものについて

205円とみなして

右の倍率を通用する。）

ロ 上記以外の地域

（イ）山林（原野・牧場）又は別荘宅 40 I 6. 4 

地の固定資産税評価額が 1面当

りl8円を超える地域（※固

Inf当たり 2
47円以上のものについてはそ

247円とみなして

―＇中 7.1|中 7.1 

―，中 6.4|中 6.

を適用する。）

（口） 上記以外の地域

(3)上記以外の地域

2 新鎌

(1) 音楽村別荘地

30 I 1. 1 I純 1

30 I 1. 1 I純 1

20飩 11飩 11

20純 11飩 11

山林（原野・牧場）又は別荘宅咀 40 I 6. 5 

の固定資産税評価額が lni当たり

1 8円を超える地域（※固定資

税評価額が 1nf当たり 27 2円£

上のものについてはその評価額を

2 7 2円とみなして右の倍率を‘

用するQ)

(2)上記以外の地域

―，中 6.5|中 6.5 



令和 倍 表 5頁

適
借肌栓

門
イ 山林（原野・牧場）又は別荘宅咀 40 I 5.3 

の

1 
税評

ものi
5 3 9円

用 地 域

惰

)1jする。）

ロ 上記以外の地域

（イ）

(I.1） 

10-38ぢ線及び同道閾 40 I 1. 2 I中 18|IIi 30 

り南側の地域

1 4 6号線沿

（ハ）上記以外の地域

3 南木山熊ノ内

30 I 1. 2 I中 18仲 29|中 1591中 202

30 I 1. 1 I命E l 1知n20脈應 11脈應 11 

（1) 山林（原野・牧場）又は別任宅地のI40 I 6. 5 

固定資産税評価額が 1nf当たり 18 

円を超える地域（※

額が 1rri当たり 243円以上のもの

についてはその評価額を 24 3円と

する。）

(2) 上記以外の地域

4 カイリカキ、熊J内

(1) 山林（原野・牧場）又は別荘宅地のI40 I 6. 9 

固定資産税評価額が 1I廿当たり 18 

円を超える地域(※

額が 1面当たり 18 5円以上のもの

の評価額を 18 51リと
みなして右の倍率を滴用する。）

(2) 上記以外の地域

5 鷹繁、鼻曲、ヒノキ塚、横根塚

(1) 山林（原野・牧揚）又は別荘宅地のI40 I 5. 9 

固定資産税評価額が 1五当たり 18 

円を超える地域（※固定資産税評

額が 1直当たり 23 5円以上のもの

についてはその評価額を 235円と

みなして右の倍率を適用する。）

(2) 上記以外の地域

6 南木山ノ内人楢

比ぅ

中 6.51中 6.5

30 I 1. 1 I純 7、8飩 20飩 7.6飩 6.7 

中 6.91中 6.9

30 I 1. 1 I純 7.8飩 20飩 7.6飩 6,7 

―＇中 5.9|中 5.9 

30 I 1.11純 7.7飩 10飩 7.6飩 6.7 



令和 倍 表 6頁

％ 叫 惰

(1) 山林（原野・牧場）又は別荘宅地の|40 7. 1 

1 たり 18 

円 える地域（※固定資韮税評

額が Inf当 り26 8円以上のも

の評価額を 268円と

みな ） 

(2) 卜．記以外の地域 30 1. 1 純 14k 20し屯 11し11 

7 地蔵堂

(1) 1988番地

イ 山林 ・牧場）又は別荘宅」 40 I 7.2 ー中 7.2中 7.2 

の固 1面当たり

1 8円を超える地域（※

税評価額が 1団当 り330円£

上のものにつし の評価額を

3 3 0円とみなして右の倍率を

用する。）

ロ 上記以外の地域

（イ）国道 14 6号線以東で町消 101 40 I 1. 2|中 18仲 301 比準I比準

4 7 り北側の地域

（口）上記以外の地域

A 1 4 6号線沿 30 1. 2 
中 ltl 29 

中 140中 175

B ト記以外の地域 30 1. 1 純 1 23 中 73中 93

(2) 1990、 19 9 1番地のう

大観・北軽井沢線より南側の地域、

1 9 9 2番地

イ 山林（原野・牧場）又は別荘宅叫 40 1 1. 21 -| — I中 7.叫中 7. 2 

の固定資産税評価額が 1nf当 り

1 8円 る地域（※固定資附

税評価額が 1 当 り280円£

上のものについてはその評価額を

280円と して右の倍率を‘

用する。）

ロ 国田 14 6号線沿

（イ）町道地蔵堂 1号線より北側のJ30 l. 2中 18中 29中 221中 279

域

（口）上記以外の地域 30 1. 2 中 18中 29中 140中 175

ハ上記以外の地域 30 1.1 純 14飩 20飩 11飩 11



令和 倍 表

適
借肌栓

門
イ 山林（原野・牧場）又は別荘宅逍 40

の

1 
税評

ものi
2 6 4円

用 地 域

)1jする。）

ロ 上記以外の地域

（イ）国道 14 6号線沿

（口）上記以外の地域

8 大楢、砂塚

(2)上記以外の地域

9 栗平、ホーロク平

30 I 1. 2 I中 18|［：ド 291111143|[：ド 17

30 I 1. 1 I純 14飩 20飩 11飩 11

(1) 山林（原野・牧場）又は別荘宅地のI40 | 8.4 

固定資産税評価額が 1直当たり 18 

円を超える地域（※

1 rrl当たり 243円以上のもの

についてはその評価額を 243円と

みなして右の倍率を適用する。）

中＆ ・1|中 8.4

30 I 1. 1 I純 9.7飩 20飩 7.6飩 6.7 

(1) 山林（原野・牧場）又は別荘宅地のI10 I 5. 8 

l nf当たり I8 

円を超える地域（※固定資韮税評11

1可当たり 460円以卜のもの

についてはその評価額を 460円と

） 

―，中 5.8|中 5.8 

(2) 上記以外の地域

1 0 南木山大楢

(1)大学村

30 I 1. 1 I純 9.7飩 20飩 7.6純 6.7 

山林（原野・牧場）又は別荘宅姐 10 I 6. 8 

の固定資産税評価額が 1直当たり

1 8円を超える地域（※固定資

税評価額が 1ni当たり 368円£

上のものについてはその評価額を

3 6 8円とみなして右の倍率を

用する。）

中 6.8I中 6.8 

(2) 



令和 倍 表 8頁

適
借肌栓

門
山林（原野・牧場）又は別荘宅咀 40 I 6.8 

の

1 
税評

ものi
3 1 0円

用 地 域

惰

)1jする。）

(3) 王領地の森分譲地

山林（原野・牧場）又は別荘宅岨 40 I 5.6 
の固定資産税評価額が 1面当たり

1 8円を超える地域（※固定資産

税評価額が 1nf当たり 60 2円じ

上のものについてはその評価額を

6 0 2円とみなして右の倍率を

用する。）

(4) L記以外の地域

イ 山林（原野・牧場）又は別荘宅埴 40 | 6.4 

の固定資産税評価額が 1nf当たり

1 8円を超える地域（※固定資

税評価額が 1nf当たり 31 0円£

ト．のものについてはその評価額を

3 1 0円とみなして右の倍率を

用する")

ロ ト．記以外の地域

-,q1 5. 611：ド 5.61 

（イ）

なI長野原

1 4 6 0線沿

（口）上記以外の地域

1 1 上記以外の地域

成業振躾地域内の農用地区域

1 遠西、町

(1) 国消 14 5号線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 遠四、町

(1) 国道 145号線沿

―＇中 6.1|中 6.4 

30 I 1. 1 I中 l

30 I 1. 1 I純 1

30 I 1. 1 I純 9.

10 I 1. 1 I純 6.

291中 114仲 147

20飩 11飩 11

19飩 7.6飩 6.7 

純 14飩 22

純 6.7飩 11

純 4.0飩 6.4 

40 I 1. 1 I中 2叶中 321 比準I比準



令和 倍 表 9頁

適 用 地域

2 上記以外の地域

）

）

 

1

2

 

（

（

 

1 ・1 5 

IIより南側の

イバス沿

40 I l. 1 I中 6, 4I中 lり中 6. 51中 13 

1 4 5号線バ 30 I 1. 1 I中 131中 16沖 7.51中 7.

はI羽根尾

林

(3） 卜．記以外の地域

蓑巣振巽地域内の農用地区域

1 国道 14 4号線沿、

1 4 5号線恰、

国逝 14 6号線沿

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 国道 144号線沿、

1 4 5号線沿、

1 4 6号線沿

2 上記以外の地域

戎業振槌地域内の農用地区域

ー 1 4 5号線バイパス沿

2 上記以外の地域

ヒ記以外の地域

ー 1 4 5号線バイパス沿

ふI古森

2 上記以外の地域

衰業振巽地域内の農用地区域

1 同道 14 6号線沿

30 | l. 1 1純 4.1飩 6.5飩 5.0飩 6.

30 | l. l | l | 1 5. 3|1 | I l l|i l I 5. 7|l l l 9. 

30 I L 1 I純 3.6飩 6.2飩 3.7飩 5.7 

30 I 1. 1 I中 5.6仲 111中 6.01中 11

30 

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 山林（原野・牧場）又は別荘宅地の園 40 I 8. o 
定資産税評価額が 1面当たり 18円を1

超える地域（※固定資産税評価額が 1

直当たり 10 5円以上のものについて

はその評価額を 10 5円とみなして

の倍率を適用する。）

2 上記以外の地域

(1) 1 4 6号線沿

5 ， 

7. 4 

6. 4 

6. 6飩 3.0飩 4.2

6.4 

ー中＆ 0|中 8.0 

so I 1. 1 I中 4.叶中 ＆ 7|中 6. Bl中 9. 4 



令和 倍 表 10頁

適 用 地 域

(2)上記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

30 

1 1 4 5 パス沿、 I純 1.5飩 12 

1 4 6号線沿

2 ヒ記以外の地域

記以外の地域

l 国道 14 5号線バイパス沿、 30 I 1. 1 I rfi 5. 51111 15叶::I 8. 711+1 11 

1 4 6号線恰

2 I-記以外の地域 30 I 1. 1 純 3.6し8. 7し屯 5、贔 6負 8

横華 農業振膝地域内の農用地区域

1 1 4 5号線バイパス沿 純 4.4飩 7.2 

2 L記以外の地域 I純 4.3飩 4.3 

上記以外の地域

1 国消 14 5号線バイパス沿 30 l亀 1
中 5: 11[t 5 : 9 

2 30 1. 1 純 4. 4.4 3. 4.6 


